
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度地域包括支援センター運営（案）について

資料４ 



【令和４年度地域包括支援センター運営（案）について】 

 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の

保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、包括的支援事業等を地域にお

いて一体的に実施する役割を担う中核的機関として、本市が定める地区毎に地域包括支援センター

を設置するものです。 

下記法人に対し、地域包括支援センター運営業務を委託することについて協議いたします。 
 

１ 業務委託予定者 

担当地区 東地区 

法人名 社会福祉法人 敬友会 

代表者 理事長 青木 美貴雄 

法人所在地 米沢市大字下新田２８番地 

センター名 おいたまの郷地域包括支援センター 

センター所在地 米沢市大字下新田２８番地 特別養護老人ホームおいたまの郷内 

センター職員数 ４名 

 

担当地区 西地区・南地区 

法人名 社会福祉法人 米沢市社会福祉協議会 

代表者 会長 根津 良伸 

法人所在地 米沢市西大通一丁目５番６０号 

センター名 米沢市社会福祉協議会地域包括支援センター 

センター所在地 米沢市西大通一丁目５番６０号 米沢市すこやかセンター内 

センター職員数 ８名 

 

担当地区 北地区 

法人名 社会福祉法人 緑成会 

代表者 理事長 渡邉 征男 

法人所在地 米沢市広幡町成島２１２０番地の５ 

センター名 成島園地域包括支援センター 

センター所在地 米沢市広幡町成島２１２０番地の５ 特別養護老人ホーム成島園内 

センター職員数 ４名 

 

担当地区 中地区 

法人名 社会福祉法人 米沢弘和会 

代表者 理事長 佐藤 博 



法人所在地 米沢市大字簗沢３０４６番地 

センター名 サンファミリア米沢地域包括支援センター 

センター所在地 米沢市塩井町塩野５２０番地 介護老人保健施設サンファミリア米沢内 

センター職員数 ４名 

＊センター職員数は、令和 3年度配置職員数 

２ 配置職員 

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の専門三職種 

上記の三職種についてはそれぞれ１名以上、計４名を配置（三職種各１名を配置したうえで重

複する職種配置の選択は受託者に一任）。三職種の確保が困難である場合には、これらに準ず

る者として、次に掲げる者を配置。 

①「保健師」又はこれに準ずる者 

これに準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験があり、かつ高齢者関する公

衆衛生業務経験を１年以上有する看護師をいい、この経験のある看護師には准看護師は含

まないものとする。 

②「社会福祉士」又はこれに準ずる者 

これに準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は介護支援専門員

の業務経験が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以上従

事した経験を有する者とする。 

③「主任介護支援専門員」又はこれに準ずる者 

これに準ずる者として、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進につ

いて」（平成 14年 4月 24日付老発第 0424003号厚生労働省老健局長通知）に基づくケア

マネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介

護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有

している者。 

（２）認知症地域支援推進員 

認知症地域支援推進員を１名以上配置する。認知症地域支援推進員は、（１）の職員が兼務

して差し支えない。 

（３）統括責任者（センター長） 

統括責任者（センター長）を定めるものとする。なお、統括責任者は、配置職員の統括及び

適正な業務指導を行うことができる者とし、（１）の職員が兼務することができる。 

（４）専門三職種以外の配置 

三職種の配置のほか、その他の職員（介護支援専門員、事務員等）の配置については、受託

者の判断で配置可。 

 

３ 実施業務 

包括的支援事業における地域包括支援センター運営業務 



（１）総合相談支援業務  （２）権利擁護業務  （３）包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

（４）介護予防ケアマネジメント 

 

４ 地域支援事業に関する実施協力事業 

（１）包括的支援事業における社会保障充実分事業 

①在宅医療・介護連携推進事業  ②生活支援体制整備事業  ③認知症総合支援事業 

④地域ケア会議推進事業 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業 

 

５ 令和４年度地域包括支援センター運営における重点目標 

（１）センター主催による地域ケア会議の開催（個別事例検討を通じた地域課題の抽出） 

（２）シューイチ体操倶楽部立ち上げ支援の実施（介護予防に資する住民活動の支援） 

（３）認知症地域支援推進員活動の拡大（認知症施策推進大綱に沿った「共生」と「予防」の推進） 

 

 

 

 


